
■ライセンスの対象
　特許権：

高断熱・高気密性木造建物の建築工法 ／／特許第３５７５４３７号平成１６年７月１６日
特許を受ける権利：

特許工法の実施／パネル製造・販売ライセンス
ノウハウ等：

特許工法に係る技術サポート

●ライセンスの種類
　非独占的通常実施権

●ライセンスの範囲
内容（下記項１～７）

： １ 特許工法［通称／ハーフティンバー工法と呼ぶ］による建物の販売・施工
： ２特許工法による建物のフランチャイズ販売・施工／上記１契約事業者を対象
： ３特許工法高耐震・高断熱・高気密パネルの設計・製造・販売
： ４特許工法によるパネルフランチャイズ設計・販売／上記３契約事業者を対象
： ５特許工法高耐震・高断熱・高気密パネルの設計・製造・販売／上記１または２による建物を対象とする
： ６上記１、２、３、４、５のライセンス契約の営業委託
： ７特許工法に係る設計技術サポート
地域：指定なし

●ライセンスの対価
　ライセンス対価は契約事業者の建物の販売・売上、事業規模、または断熱パネル成果物の売上または契約規模
及び期間に応じてライセンス料が設定されます。
＊ライセンス対価等の問合せは、システムデスク ０５２－７２５－３３９０ までご連絡ください。担当：堀
ＡＭ１０：００～ＰＭ６：００／定休日（毎木曜日・祝日・第２．４日曜日

●ライセンサー（与える側）の義務
　実施権(ライセンス）維持、最恵待遇、
特許の有効性・非侵害性・改良技術の開示・許諾・継続的な技術交流等

●ライセンシー(受ける側)の義務
　技術の取り扱い
：フランチャイズ・パネル製造各提携企業名の開示及び特許技術保持責任
：契約建物の住宅性能表示評価等級（構造の安定d・温熱環境e）ランドマーク（株）による技術証明の実施
侵害通知、秘密保持等

●その他
　有効期間
：契約日より５年間または１０年間
紛争の解決方法等
：名古屋地方裁判所を指定管轄裁判所とする
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ライセンスガイドライセンスガイド ／／ ビジネスサポートビジネスサポート ２０１０年１１月 １日


